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第６章 新市における県事業の推進 
 

第１節 県の役割 

 

新市のまちづくりにおいては、行財政運営の効率化を進めながら、佐世保市

と江迎町・鹿町町の速やかな一体化を促進するための都市基盤の整備を図ると

ともに、県北地域の中心都市として、地域の特色を活かしたまちづくりを進め

ることが求められています。 

長崎県は、それらの視点を踏まえて、新市の目指すまちづくりを支援するた

め、必要な事業を進める役割を担っていきます。 

 

第２節 新市における県事業（再掲） 

 

新市における一体化の醸成及び均衡ある発展のため、下表のとおり主要事業

の推進を図ります。 

主要な施策・事業名 事業概要 

●災害危険箇所の環境整備 

・土砂災害防止対策の推進 

・風水害防止対策の推進 

○急傾斜地対策事業、地すべり対策事業、二級河川整

備事業など、災害危険箇所の計画的な整備を推進し

ます。 

●幹線道路・生活道路網の整備 

・機能を重視した効率的な整備 

○西九州自動車道等を軸とした広域幹線道路ネットワ

ークの形成を図るため、下記のとおり国道・県道の

計画的な整備を推進します。 

・主要地方道佐々鹿町江迎線道路改良工事 

・主要地方道佐々鹿町江迎線交通安全施設等整備工事 

・一般県道志方江迎線道路改良工事 

・一般国道２０４号交通安全施設等整備工事（西江迎）

・(仮称)鹿町山田線新設工事

●農林水産業の振興のための 

重点事業

○経営体の育成、地産地消の推進、都市との交流(ツー

リズム)など、新市における農林水産業の振興に寄与す

る計画的かつ効果的な事業や生産者等の取組みに対し

支援を行います。

●観光地づくりのための重点事業 

 

○体験型観光のメニュー開発、地域資源の魅力発信な

ど、観光地づくり実施計画に基づき、重点的かつ計画

的に実施される事業に対し支援を行います。
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